
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 ４年１１月 ８日 

個人情報ファイルの名称 建築課地図情報システム 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築確認を中心とした建築行政事務 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前 

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１建築主氏名、２地名地番、３住居表示、４その他建

築確認に係る情報 

記録範囲 昭和４６年度以降、確認申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 建築主、代理人、指定確認検査機関 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 

企画課、営繕課、戸籍住民課、環境課、都市計画課、

まちづくり推進課、防災まちづくり担当課、住宅課、

都市拠点デザイン担当課、鉄道駅関連プロジェクト担

当課、学校支援課、東京都北都税事務所、東京都都市

整備局、東京都環境局 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京



都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

１の内容については、東京都北区建築基準法施行細則

第四条第１項、又は同条の二に基づき、区長に届出、

あるいは報告しなければならない。 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
まちづくり部建築課建築指導係 

電話番号 ０３（３９０８）９１６４ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 ４年１１月 ８日 

個人情報ファイルの名称 S35-45 建築確認受付台帳データ 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築確認を中心とした建築行政事務 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１建築主氏名、２地名地番、３その他建築確認に係る

情報 

記録範囲 
昭和３５年度から４５年度にかけて、確認申請書を 

提出した者（建築主） 

記録情報の収集方法 代理人（建築士） 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
まちづくり部建築課建築指導係 

電話番号 ０３（３９０８）９１６４ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 4年 11 月 25 日 

個人情報ファイルの名称 特定既存耐震不適格建築物台帳 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 
特定建築物の特定及び緊急輸送道路沿道建築物の特

定 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
１所有者、２地名地番、３住居表示、４その他特定建

築物に係る情報 

記録範囲 平成２６年度時点での建物所有者 

記録情報の収集方法 代理人（建築主）、申請者 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 

 まちづくり部建築課構造・耐震化促進係 

 電話番号 ０３（３９０８）９１７６ 

      ０３（３９０８）１２４０ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 ４年 １１月 ２２日 

個人情報ファイルの名称 狭あい道路拡幅整備台帳 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課細街路整備係 

個人情報ファイルの利用目的 狭あい道路拡幅整備事業申請管理のため 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
1 申請者氏名、2 申請者電話番号、3 担当者氏名、 

4 担当者電話番号、5 整備対象住所、6 整備対象地番 

記録範囲 狭あい道路拡幅整備事業申請管理に必要な事項 

記録情報の収集方法 申請書 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 土木部河川公園課道路係 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部 建築課 細街路整備係 

 電話番号 ０３（３９０８）９１９４ 

備考  

 

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

作成日 令和 ４年１１月１４日 

個人情報ファイルの名称 低炭素認定築確認受付台帳 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 低炭素建築物認定申請者の台帳 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 １申請者氏名、２住所、３その他認定申請に係る情報 

記録範囲 
平成２５年より、低炭素認定建築物認定申請書を提出

した者（申請者） 

記録情報の収集方法 認定申請者又は代理人 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
まちづくり部建築課設備審査担当 

電話番号 ０３（３９０８）９１８４ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和 ４年１１月１４日 

個人情報ファイルの名称 ｄｂ１（定期調査・検査報告受付等台帳） 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 建築基準法第１２条による、定期調査・検査報告の台帳 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
所有者及び管理者の１．氏名、２．住所、３．その他

定期調査・検査報告に係る情報 

記録範囲 
平成８年より、定期調査・検査報告書を提出した者（所

有者及び管理者） 

記録情報の収集方法 所有者又は管理者等報告者 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
まちづくり部建築課設備審査担当 

電話番号 ０３（３９０８）９１８４ 

備考  

 

  



 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

作成日 令和 ４年１１月１４日 

個人情報ファイルの名称 改善通知（特定建築物、防火設備、建築設備及び昇降機） 

行政機関等の名称 

■ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課 

個人情報ファイルの利用目的 低炭素建築物認定申請者の台帳 

個人情報ファイルの保有開始日 

■ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
所有者及び管理者の１．氏名、２．住所、３．その他

定期調査・検査報告の改善通知書に係る情報 

記録範囲 
平成１９年より、定期調査・検査報告書を提出した者

（所有者及び管理者）のうち改善通知書を送付した者 

記録情報の収集方法 所有者又は管理者等報告者 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 



□ 番号法第９条第４項 

□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
まちづくり部建築課設備審査担当 

電話番号 ０３（３９０８）９１８４ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２５日 

個人情報ファイルの名称 陳情相談リスト 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課監察担当 

個人情報ファイルの利用目的 
建築基準法、空家等対策の推進に関する特別措置法に

基づく行政事務 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
1 氏名、2 電話番号、3 住所、4地番、5 その他陳情内

容等 

記録範囲 所有者、占有者、管理者、陳情者 

記録情報の収集方法 
陳情者、所有者、管理者、占有者、公用請求により官

公署等 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 住宅課、消防署 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部  建築課  監察担当 

 電話番号  ０３（３９０８）９１９６ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

作成日 令和４年１１月２５日 

個人情報ファイルの名称 風営・食品検査記録 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課監察担当 

個人情報ファイルの利用目的 
風俗、食品衛生営業許可等届出に伴う建築基準法の建

築行政事務 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 1 氏名、2電話番号、3住所、4名称、5実査結果等 

記録範囲 申請者及びその営業所 

記録情報の収集方法 警察署、北区保健所、建築課地図情報システム 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 警察署、北区保健所 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部  建築課  監察担当 

 電話番号  ０３（３９０８）９１９６ 

備考  

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２５日 

個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法届出通知台帳 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課監察担当 

個人情報ファイルの利用目的 建設リサイクル法に基づく行政事務 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
1 氏名、2建物名称、3工事場所、4施工業者情報、 

5 建物情報、6リサイクルに関する情報 

記録範囲 申請者及び施工業者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 
環境課、東京都都市整備局、東京都環境局、王子労働

基準監督署 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部  建築課  監察担当 

 電話番号  ０３（３９０８）９１９６ 

備考  

 

 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ） 

作成日 令和４年１１月２５日 

個人情報ファイルの名称 アスベスト台帳 

行政機関等の名称 

☑ 東京都北区長 □ 東京都北区教育委員会 

□ 東京都北区選挙管理委員会  

□ 東京都北区監査委員 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称（所管課） 
まちづくり部建築課監察担当 

個人情報ファイルの利用目的 吹付アスベスト含有建築物に対する建築行政事務 

個人情報ファイルの保有開始日 

☑ 令和５年４月１日以前  

□ 新規（    年   月   日） 

記録項目 
1 氏名、2建物名称、3住所、4建物管理者、 

5 建物情報、6アスベストの有無、7督促状況 

記録範囲 所有者、建物管理者 

記録情報の収集方法 消防署、法務局 

要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 国土交通省住宅局 

特定個人情報の該当性 □ 該当     ■ 非該当 

特定個人情報に該当する場合は、個人番号の利

用根拠 

□ 行政定続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号。以下「番号法」という。）第９条第１項：別

表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第２項：東京都北区行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例（平成２７年１０月東京

都北区条例第６３号）別表第１項番（    ） 

□ 番号法第９条第４項 



□ その他（                ） 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

（ 名 称 ）北区総務部総務課文書係 

（所在地）〒114-8508 東京都北区王子本町 1 丁目

15 番 22 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定に

よる特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号。以下「法」という。）第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令

第５０７号）第２１条第７項に該当するファイル 

□ 有  ■ 無 

□ 法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルを管理する組織の名称 
 まちづくり部  建築課  監察担当 

 電話番号  ０３（３９０８）９１９６ 

備考  

 

 

 

 


